
 
 
  
 
                   山形市教育委員会 教育総務課 

                   問い合せ先 ℡023-641-1212（内）４８２ 
  
 

 

山形市では、６月１日現在私立高等学校（通信制を除く）に在学している生徒の 

就学に係る保護者等（山形市民）の負担軽減を図るため、次の条件に該当する場合 

生徒一人あたり年額３５，０００円補助金を交付しています。 
 
 
 
 

     

  １. 市県民税の所得割額の合計額（住宅借入金等特別税額控除等の控除前の額）が

５０，０００円以内 又は 生活保護を受けている保護者等。 

保護者が２人の場合は、２人の所得割額の合計額が50,000円以内であれば該当します。

（保護者の一方が単身赴任等で別居していても、合計額で判断します。） 

   ２. 不慮の災害等により、１と同等の状況にある保護者等 

 

 

◎ 市県民税の所得割額が確認できる書類 （見方は裏面の【判断基準】参照） 

・ ６月中旬に山形市から送付される「令和６年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」 

 ・ ５月中旬以降に会社から配布される 

「令和６年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」 

 

 

 

 

   

 

下記の書類を７月末日まで、学校に提出してください。（記入上の注意点は裏面参照） 
 

  (1)「令和６年度山形市私立高等学校生徒学費補助金申請書」 

    「私立高等学校生徒学費補助に関する調書」（申請書の裏面） 

  (2)「令和６年度山形市私立高等学校生徒学費補助金請求書」  

(3)「生活保護受給証明書」 

   ※生活保護を受給している方のみ提出が必要となります。 

    市生活福祉課で発行しています。 

 (4) 次にあてはまる方のみ「市県民税の令和６年度課税証明書（令和５年分所得証明）」を 

ご提出ください。  

・令和６年１月１日時点で山形市に住所がない方 

     ・市から課税証明書の添付を求められた方 

          

※不明点は事前に教育総務課にご相談ください。 

   

 

 

 

 

私立高等学校生徒学費補助について 

補助金交付に該当する方 

申 請 方 法 

 



 

******

*****
****

（摘要）
住宅借入金等特別税額控除額：　　***円（市　Ｃ　***円、県　Ｄ　***円）

寄附金税額控除額：　　***円（市　Ｅ　***円、県　Ｆ　***円）

減税控除済額：　Ｇ　***円 控除外額　　***円

総 所 得 ③

山 林 所 得

分離短期譲渡

分離長期譲渡

株式等の譲渡

上場株式等の配 当等

先 物 取 引

*******

******
地 震 保 険 料 所得控除合計② *******

生 命 保 険 料

扶養親族該当区分 本人該当区分

小規模企業共済 扶 養 ******

社 会 保 険 料 配 偶 者 特 別
所
得
控

除

雑 損 障・寡・ひ・勤

医 療 費 配 偶 者

基 礎

総所得金額① *******

課
税

標
準

給 与 所 得

（所得金額調整控除後） *******

その他の所得計

******

所
得

給 与 収 入 ******* 主たる給与

以外の合算
所得区分

税額控除前所得割額④ ***
税 額 控 除 額 ⑤ ***
所 得 割 額 ⑥ Ａ  ***
均 等 割 額 ⑦ ***
税額控除前所得割額④ ***
税 額 控 除 額 ⑤ ***
所 得 割 額 ⑥ Ｂ  ***
均 等 割 額 ⑦ ***

****
******

*

***

月

市

民
税

県

民
税

税

　

　

　

　

　

　

　

額

森 林 環 境 税 額 ⑧

特 別 徴 収 税 額 ⑨

控 除 不 足 額 ⑩

既充当・既委託納付額⑪

変 更 前 税 額 ⑬

既 納 付 額 ⑫

差引納付額(⑨-⑫-⑩,⑪)

変 更 月

増 減 額 ( ⑨ - ⑬ )

≪ 記入上の注意点 ≫ 

 ＊申請書と請求書を記入する際は、申請者ご本人が自署して下さい。 

（消せるペンを使用しないで下さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

   

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請者と同じ氏名をご記入ください。 

・申請者の口座をご記入ください。 

（他の名義人の口座は無効です。） 

・押印は不要です。 

【請 求 書】 

令和６年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 

 
 
「市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」 または 

「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」で確認できます。 

（□Ａ ＋□B ）＋（□C ＋□D ＋□E ＋□F ＋□G ）の合計【保護者の合計】 が ５０，０００円以内 ・・・ 対象 

※□C ～□G は該当がある場合のみ加算 

【50,000円以内の所得割額の判断基準について】 

（例）給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書 


